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平成25年3月 新庁舎基本計画策定

平成29年度 (仮称)小金井市新福祉会館建設基本計画策定
庁舎建設予定地に約4,400㎡の（仮称）新福祉会館を建設
することを決定

平成29年度 新庁舎等建設計画調査

平成29年度 庁舎等執務環境調査
新庁舎の適正規模を算出（適正規模は12,665㎡と算出）

庁舎建設予定地の施設配置を検討

平成28年12月 市 報告
新庁舎及び新福祉会館は、平成33年度竣工を目標とする

これまでの取組み

平成29年2月 市 報告
新福祉会館の建設場所は、庁舎建設予定地が現時点におい
ては最も有力な候補地



本庁舎 地上4階・地下1階 2,725.50㎡

 耐用年数50年 築年数52年
 耐震診断で一部指摘あり
 大規模改修未実施につき、バリアフリー・環境配慮などに未対応

 庁舎 地上2階 465.78㎡

 耐用年数24年 築年数59年
 旧耐震基準（耐震診断未実施）
 大規模改修未実施

本町暫定庁舎 地上2階 496.86㎡

 耐用年数30年 築年数39年
 旧耐震基準（耐震診断未実施）
 大規模改修未実施

第二庁舎 地上8階・地下1階 6,019.83㎡

 耐用年数50年 築年数24年
 新耐震基準
 暫定的に有償で賃借 契約期間は平成30年8月末 分散庁舎により市 サービスと業務効率に 障

現在の庁舎は

※この他、文書倉庫289㎡、災害対策用資機材置場等防災関係施設（旧消防署）239.64㎡が対象



小金井市新庁舎建設基本計画
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小金井市新庁舎建設基本計画



（仮称）小金井市新福祉会館建設基本計画
基本理念

(仮称)新福祉会館建設の基本理念には、第２期小金井市保健福祉総合計画
中の地域福祉計画で掲げている４つの理念「人間性の尊重」、「自主・自
立の確保」、「参加・連帯と共生」及び「生活の質の向上」の視点は欠か
せません。

また、地域のニーズや課題を受け入れ対応できる場として、実際生活に即
する「学び」に関する視点を加えることで、小金井らしい施設づくりにつ
ながります。



（仮称）小金井市新福祉会館建設基本計画
施設のコンセプト



建設場所は「庁舎建設予定地（蛇の目ミシン工業工場跡地）」とし、
市の中 的な 政施設であり、市 サービスの中核を担う庁舎と 体
の敷地に整備することにより、地域共生社会の拠点を目指し、総合的
サービスの基盤を築きます。

（仮称）小金井市新福祉会館建設基本計画
建設場所
・市域のいずれのエリアにも偏らない
・福祉と保健に関する相談機能は、申請手続等の受付窓口と近接
・交通手段の「自動車」が欠かせない。一定のオープンスペースの確保
・災害ボランティア拠点と災害対策本部等との緊密な連携

・市のほぼ中央に位置する
・庁舎機能との連携が重要
・車でのアクセスが容易である必要がある
・徒歩・自転車又は公共交通を利用することも想定



敷地位置図
（仮称）小金井市新福祉会館建設基本計画



（仮称）小金井市新福祉会館建設基本計画
施設の役割と
事業展開



（仮称）小金井市新福祉会館建設基本計画
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（仮称）小金井市新福祉会館建設基本計画



旧福祉会館

• 現在、解体終了

• 地域福祉センター、老人福祉センター、公民館
等を備えた複合施設

（仮称）新福祉会館建設とは



（仮称）新福祉会館建設とは
集約化対象施設



（仮称）新福祉会館建設とは
集約化対象施設



駐車台数・駐輪台数の設定

駐車場 駐車場附置義務条例（東京都駐車場条例）に基づき
算定すると58台必要

新庁舎の公用車 ：42台
新福祉会館の公用車： 6台

駐輪場

48台 (公用車)＋58台 (附置義務台数)＋20台 (利便性向上のための設置台数)
＝126台

附置義務台数はない
→同じ市域面積の近隣市の基準を用いると365台必要

市 の利便性向上のための設置台数を考慮し、400台と設定



（仮称）新福祉会館建設



新庁舎建設予定地の概要
敷地位置図



新庁舎建設予定地の概要

所在地番 小金井市中町三丁目1957番5、1957番7、1957番9、緑町五丁目1957番17

敷地面積 11,252.05㎡

法規制 用途地域 準工業地域

建ぺい率 60％

容積率 200％

日影規制 4時間、2.5時間（測定面4ｍ）

高度地区 第2種高度地区

防火指定 準防火地域

接道状況  側道路 幅員17.8~22.1ｍ

既存施設 ①リサイクル事業所 882.25㎡ 鉄骨造 平屋

②空缶処理施設 260.17㎡ 鉄骨造 平屋

③ペットボトル処理施設 356.40㎡ 鉄骨造 平屋

④防火水槽 地下に埋設

⑤非常災害用給水施設

⑥暫定広場 7,130㎡

敷地概要

生産緑地地区



新庁舎建設予定地の概要
敷地概要



施設規模

単体の場合 新庁舎 ：12,665㎡（庁舎等執務環境調査より）

新福祉会館： 4,400㎡（(仮称)新福祉会館建設基本計画より）

駐車場：126台 駐輪場：400台

複合の場合 新庁舎＋新福祉会館：16,400㎡（複合により面積縮減）

駐車場：126台 駐輪場：400台



清掃関連施設なし

清掃関連施設あり

庁舎 単体 （ａ １）

庁舎・福祉会館 単体（ｂ １）

庁舎・福祉会館 複合（ｃ １）

庁舎・福祉会館 単体（Ｂ １）

庁舎・福祉会館 複合（Ｃ １）

新庁舎等の建設配置パターン

庁舎 単体 （Ａ １）



小金井市清掃関連施設整備基本計画

清掃関連施設について

二枚橋焼却場跡地に
・不燃ごみ・粗大ごみの積み替え・手解体施設
・布等のストックヤード
・リユース品関連施設

現在の中間処理場の場所に
・プラスチック処理施設
・ペットボトル処理施設
・空き缶処理施設
・びん処理施設

平成33年度末
までに整備完了

平成36年度末
までに整備完了

庁舎建設予定地にあるペットボトル、空き缶の処理施設は
中間処理場に整備する予定

整備完了までは庁舎建設予定地で稼働する必要がある



新庁舎等の建設配置パターン

清掃関連施設なし

清掃関連施設あり 庁舎・福祉会館 単体（Ｂ １）

庁舎・福祉会館 複合（Ｃ １）

庁舎 単体 （Ａ １）

庁舎 単体 （ａ １）

庁舎・福祉会館 単体（ｂ １）

庁舎・福祉会館 複合（ｃ １）

清掃関連施設の再配置は新庁舎・新福祉会館の竣工後



新庁舎等の建設配置パターン

清掃関連施設なし

清掃関連施設あり 庁舎・福祉会館 単体（Ｂ １）

庁舎・福祉会館 複合（Ｃ １）

庁舎 単体 （Ａ １）新福祉会館は庁舎建設予定地に建設

庁舎 単体 （ａ １）

庁舎・福祉会館 単体（ｂ １）

庁舎・福祉会館 複合（ｃ １）

清掃関連施設の再配置は新庁舎・新福祉会館の竣工後



庁舎建設予定地の法規制
①一敷地一建物の原則（建築基準法施行令第１条第１項）

一つの敷地には一の用途の建築物しか建てられない

【新庁舎・新福祉会館 複合で整備】【新庁舎・新福祉会館 単体で整備】

二以上の建築物を建設するためには、敷地分割が必要

新たな敷地境界線に付随する法規制により高さが制限される

「連担建築物設計制度」により高さ制限を緩和



庁舎建設予定地の法規制
②連担建築物設計制度（建築基準法第86条第２項）

各建築物の位置、構造が安全上、防火上、衛生上支
障ないと特定行政庁が認めるものについては、
複数建築物が同一敷地内にあるものとみなす

【連担建築物設計制度】



新庁舎等の建設配置パターン

清掃関連施設なし

清掃関連施設あり

庁舎 単体

庁舎・福祉会館 単体

庁舎・福祉会館 複合

庁舎 単体

庁舎・福祉会館 単体

庁舎・福祉会館 複合

B-1（連担なし）

B-2（連担あり）

C-1（連担なし）

C-2（連担あり）

清掃関連施設の再配置は新庁舎・新福祉会館の竣工後

新福祉会館は庁舎建設予定地に建設



新庁舎等の建設配置パターン

清掃関連施設なし

清掃関連施設あり

庁舎 単体

庁舎・福祉会館 単体

庁舎・福祉会館 複合

庁舎 単体

庁舎・福祉会館 単体

庁舎・福祉会館 複合

B-1（連担なし）

B-2（連担あり）

C-1（連担なし）

C-2（連担あり）

清掃関連施設の再配置は新庁舎・新福祉会館の竣工後

新福祉会館は庁舎建設予定地に建設

「連担なし」では高さ制限が生じるため建てられない



B-2、C-2の検討と併せて、さらにC案として、清掃関連施設
を敷地内にて暫定移設を行ったパターン（Cre-1、Cre-2）に
ついて検証を行った。

Cre-1：清掃関連施設の一部を敷地内で暫定移設して庁舎と
福祉会館を複合で建設

Cre-2：清掃関連施設を敷地内で暫定移設して庁舎と福祉会
館を複合で建設

その他の施設配置パターン

※Cre案はC案の清掃関連施設暫定移設（rebuilding）からCre案と表記



新庁舎等の建設配置パターン

清掃関連施設あり

庁舎・福祉会館 単体

庁舎・福祉会館 複合

B-2（連担あり）

C-2（連担あり）

４パターンに絞って検討

Cre-1
（ペットボトル処理施設
暫定移設 連担あり）

Cre-2
（清掃関連暫定移設

連担なし）



B-2（清掃関連施設がある中で庁舎と福祉会館をそれぞれ建設）



イメージ図

B-2（清掃関連施設がある中で庁舎と福祉会館をそれぞれ建設）



C-2（清掃関連施設がある中で庁舎と福祉会館を複合で建設）



イメージ図

C-2（清掃関連施設がある中で庁舎と福祉会館を複合で建設）



Cre-1(清掃関連施設の一部を敷地内で暫定移設して庁舎と福祉会館を複合で建設)



イメージ図

Cre-1(清掃関連施設の一部を敷地内で暫定移設して庁舎と福祉会館を複合で建設)



Cre-2（清掃関連施設を敷地内で暫定移設して庁舎と福祉会館を複合で建設）



イメージ図

Cre-2（清掃関連施設を敷地内で暫定移設して庁舎と福祉会館を複合で建設）



市 ワークショップを３回開催

新庁舎と新福祉会館が市 にとって「親しみやすく便利な施設」となる
よう、市 とともに考えるために市 ワークショップを３回開催した。

第１回市 ワークショップ（平成29年10月1日）
テーマ 「新庁舎・新福祉会館って何だろう？」

第２回市 ワークショップ（平成29年10月21日）
テーマ 「新庁舎・新福祉会館で何をしたい？」

第３回市 ワークショップ（平成29年11月18日）
テーマ 「新庁舎・新福祉会館をどう使う？」

新庁舎及び（仮称）新福祉会館の在り方や期待することについてグループ
ディスカッション

どんなことができるか、どんなスペースが必要か、イメージ写真を用いてグ
ループディスカッション

施設配置案の検討、各種機能が施設内部・外部のどの部分にあるべきか、そ
こでどんな活動を行うかグループディスカッション



第１回市 ワークショップ「新庁舎・新福祉会館って何だろう？」



第２回市 ワークショップ「新庁舎・新福祉会館で何をしたい？」



第３回市 ワークショップ「新庁舎・新福祉会館をどう使う？」



新庁舎と（仮称）新福祉会館の整備手法について

共通する部分 その１

 治の要となる「市 のための庁舎」

市 の参加と協働、公共サービスの拠点としての充実度

保健福祉の総合的支援の充実
相互に連携する機能の効率的な配置

新庁舎建設基本計画の基本理念 と (仮称)新福祉会館の基本的な機能



新庁舎と（仮称）新福祉会館の整備手法について

共通する部分 その２

人や地域に「安全でやさしい庁舎」

「子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実」
「誰もが健康でいきいきと暮らすことのできる地域の実現」
に向けた機能を含めていくこと

少子高齢化等によるサービス需要の変化へ的確に対応

新庁舎建設基本計画の基本理念 と (仮称)新福祉会館の基本的な機能



新庁舎と（仮称）新福祉会館の整備手法について

新庁舎建設基本計画の基本理念 と (仮称)新福祉会館の基本的な機能

共通する部分 その３

市 の参加と協働の支え

地域共生社会の実現に欠かせない機能である
「参加と協働による多様な交流や活動の推進」
「地域福祉活動の推進」

地域住 や地域の多様な主体が「我が事」として参画
人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながる



新庁舎と（仮称）新福祉会館の整備手法について

新庁舎の機能 と (仮称)新福祉会館の機能

それぞれを補い、支え合う関係

多機能・複合化によって、庁舎建設予定地有効活
 の市 ワークショップにおいて提案された

・福祉と行政のつながりの強化
・市 サービスや利便性の向上

が見込める。



新庁舎と（仮称）新福祉会館の整備手法について
新庁舎と(仮称)新福祉会館の多機能・複合化により見込む効果例

「多機能化」：ソフト面の観点から、一つの施設に複数の機能を持たせること
「複 合 化」：ハード面の観点から、一つの建物に複数の施設を集合させること



施設イメージの一例（Cre-2）



B-2、C-2、Cre-2の比較

・建物奥行きの確保、
敷地内ロータリーの
確保、将来施設の建
設可能面積、施工性
においてCre-2に優位
性がある。

・B-2は単体のため建設
コストが最も高い。

・C-2,Cre-2は複合によ
り設計費、工事監理
費、建設費の減が見込
める。



Cre-2の財源計画



事業工程計画

新庁舎・（仮称）新福祉会館 複合施設建設スケジュール（案）

※現時点で想定される工程を示すものであり、表中囲み数字は所要の見込み月数を示す。なお、作業進捗により工程の変更・
追加が生じる可能性がある。


